
愛知県措置入院者退院後支援事業について 

 

１ 目的 

  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条第１項に基づく相談支援

業務の一環として、法第 29 条第１項の規定により入院した者（以下、「措置入

院者」という。）が、退院後に必要な医療等の支援を継続的かつ確実に受けら

れるようにすることで、社会復帰の促進等を図ることを目的とする。 
   
２ 対象者 

  措置入院者で、退院後も本事業による継続支援が必要と県保健所が認める者の

うち、措置入院者の退院後支援に関する計画（以下、「支援計画」という。）に基づ

く支援を受けることについて、支援対象者の同意を得られた者とする。 
 
３ 事業の内容（具体的な事業の流れは右図のとおり） 

（１）支援計画の作成及び交付等 

（２）支援計画作成及び見直し等のための会議（以下、「支援会議」という。）の開催 

（３）支援計画に基づく相談指導及び連絡調整 

 
４ 支援計画の作成主体 

  県が設置する各保健所（以下、「県保健所」という。）とする。 

  なお、措置入院者の帰住先が県外もしくは、名古屋市又は県内中核市である

場合には、措置をした県保健所と帰住先を管轄する保健所設置自治体（以下、

「帰住先保健所設置自治体」という。）が共同して支援計画の作成主体となる。 

 
【参考１】帰住先別支援計画の作成主体（実施要綱第５条に規定） 

 支援対象者の帰住先 

県保健所管内 帰住先不明 県外もしくは、名古屋市又は中核市 

作成主体 帰住先県保健所 措置をした県保健所 措置をした県保健所が帰住先保健

所設置自治体と共同して作成 

 ※帰住先保健所設置自治体において措置入院者への退院後支援が行われない場合、本事業は
実施しない。 

 
【参考２】県保健所が措置し、帰住先が県外もしくは、名古屋市又は県内中核市

である場合の支援の流れ（実施要綱第５条第３項に規定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

①措置入院の決定 

②県保健所が、帰住先保健所へ退院後支援を行う体制にあるか確認し、 
退院後支援を行う手続き等について協議する。 

③支援計画に基づく支援に関する説明と支援対象者の意向の確認 
（県保健所が帰住先保健所と連携し行う。） 

④支援会議の開催 
（帰住先保健所が中心となる。県保健所は協力、参加する。） 

⑤支援計画の決定 
（帰住先保健所が中心となる。） 

⑥支援計画の交付及び支援関係者への通知 
⑦支援計画に基づく支援の実施 
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